
 

 

 

 

阿蘇草原再生シール生産者の会規約 

 

（名 称） 

第１条 本会は、阿蘇草原再生シール生産者の会（以下「会」という。）と称す

る。 

（目 的） 

第２条 会は、阿蘇の草原の野草を堆肥等として利用して農産品等を生産する

生産者等（以下「会員」という。）が集まり、当該農産品等に阿蘇草原再生シ

ール（以下「シール」という。）を貼付して農産品等の付加価値を高めること

により流通を促進させ、草原環境の保全及び再生を図ることを目的とする。 

（権能と責務） 

第３条 会は、環境省からシールの商標権の行使に関する承諾を受けることに

より、前条に沿ってシールを利用することができる。 

２ 会は、シールの利用に当たって、シールの信頼性を確保するよう努めなけ

ればならない。 

（事 業） 

第４条 会は、次に掲げる事業を行う。 

一 会員の管理に関すること 

二 シールの発行及び管理に関すること 

三 シールの利用の管理及び情報公開に関すること 

四 シールの広報及び普及に関すること 

五 一から四に掲げるものの他第２条の目的を達成するため必要なこと 

（会 員） 

第５条 会は、本規約に同意し、阿蘇の草原の野草を積極的に利用して農産品

等を生産する者を生産者会員とする。 

２ 生産者会員は、個人の入会を原則とする。ただし、一体的な経営により農

産品等を生産する団体の場合は、その代表者名により会員とすることができ

る。 

３ 会は、会の運営に必要があると認められる場合、直売所等シールを貼付し

た農産品等を扱う団体及び個人を特別会員とし、シールの趣旨に賛同し、支

援する団体及び個人を賛助会員とすることができる。 

（入会手続き） 



 

 

 

 

第６条 入会に当たっては、本規約及び阿蘇草原再生シール利用規則（以下「規

則」という。）に同意し、別に定める様式による入会申請書及びシール利用者

登録申請書を、会に提出するものとする。 

２ 新入会員の承認は理事会が行うものとする。ただし、理事会が開かれるま

での間に限り、事務局は新入会員の仮登録を行うことができる。 

（生産者会員） 

第７条 生産者会員は、阿蘇の草原の野草を積極的に利用して生産した農産品

等に対し、規則に則りシールを貼付することができる。 

（特別会員） 

第８条 特別会員は、生産者会員の生産する農産品等を取り扱う場合に、第２

条に逸脱しない限りにおいて、普及のための広告物等にシールの商標を利用

することができる。 

（会 費） 

第９条 会員は、次表左欄に掲げる会員の区分に応じ、次表右欄の会費を、会

に納めなければならない。 

生産者会員 一年度につき１，０００円 

特別会員 一年度につき１，０００円 

賛助会員 ３，０００円を一口とし、一口以上 

（会員登録の抹消） 

第１０条 会は、理事会の議決を経て、シールの利用を規約等に則り誠実に行

わない会員の登録を抹消することができる。 

２ 登録を抹消された者は、シールを返納しなければならない。 

（情報の公開と普及啓発） 

第１１条 会は、第２条の目的を達するため必要な範囲において、会員の生産

方法、会員によるシールの利用及び野草の利用状況等について情報を公開し、

阿蘇の草原環境の保全について普及啓発を図るものとする。 

（役 員） 

第１２条 会に理事若干名を置く。 

２ 会に監事１名を置く。 

３ 理事及び監事は総会にて選任する。 

４ 理事の互選により、会長、副会長及び会計を選任する。 

５ 理事及び監事の任期は２年とする。ただし、再任は妨げないものとする。 



 

 

 

 

（役員の職務） 

第１３条 役員は、次の職務を行う。 

一 会長は、会を代表し、会務を総括する。 

二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。 

三 理事は、理事会を構成し、会の運営に係る事項を審議、執行する。 

四 会計は、会の経理を担当する。 

五 監事は、会の会計及び業務を監査する。 

（総 会） 

第１４条 総会は、年１回会長の招集によって開催する。ただし、会長がその

必要を認めたときは、随時総会を開くものとする。 

２ 総会の議長は会長が務める。 

３ 総会は、次に掲げる事項を審議、決定する。 

一 会の運営の基本方針に関すること 

二 事業報告及び収支決算 

三 事業計画及び収支予算 

四 その他会の運営に関する重要事項 

４ 総会は、過半数の会員の出席又は委任状の提出をもって成立するものとす

る。 

５ すべての議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは

議長の決するところによる。 

（理事会） 

第１５条 理事会は、会務を責任をもって執行するものとし、会の運営内容に

ついて審議するとともに、健全な運営遂行にあたらなければならない。 

２ 理事会は、必要に応じて会長が招集して開催するものとし、会長及び複数

名の理事の出席をもって成立するものとする。 

（事務局） 

第１６条 会の実務を行うため、会に事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は理事会が定める。 

（会 計） 

第１７条 事業及び活動に必要な経費は、会費及びシール利用手数料、その他

の収入をもって充てる。 

２ 会の会計年度は、4 月１日から 3 月 31 日とし、決算後、監事の監査を受け



 

 

 

 

なければならない。 

（関係機関） 

第１８条 会の運営に必要があるときは、総会及び理事会に環境省その他の関

係機関の参加を要請するものとする。 

（規約の改正） 

第１９条 規約は、総会の可決によって改正することができる。ただし、規約

の改正を総会に諮る場合は、事前に環境省に通知しその了承を得なければな

らない。 

（その他） 

第２０条 規約に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、理事会に

て協議の上決定するものとする。 

（発足年度の特別措置） 

第２１条 本規約は、施行年度に限り、理事会とシールの商標権を有する環境

省の協議の上改正することができる。 

２ 前項の規定により規約等を改正した場合は、次回総会において承認を受け

なければならない。 

 

 附則 

この規則は、平成１７年４月２７日より有効とする。 

令和４年７月１０日一部改訂 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


